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３ .健康管理  

①健康診断結果に基づく対応等  

【概要】労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32号）第 43 条、第 44 条及び第 45 条の規

定に基づく健康診断の項目には、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の熱中症の発症に影響

を与えるおそれのある疾患と密接に関係した血糖検査、尿検査、血圧の測定、既往歴の調査等

が含まれていること及び労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 66 条の 4 及び第 66条

の 5 の規定に基づき、異常所見があると診断された場合には医師等の意見を聴き、当該意見を

勘案して、必要があると認めるときは、事業者は、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措

置を講ずることが義務付けられていることに留意の上、これらの徹底を図ること。 

また、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患の治療中等の労働者については、事業者

は、高温多湿作業場所における作業の可否、当該作業を行う場合の留意事項等について産業

医、主治医等の意見を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置

を講ずること。（出典 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定につい

て」） 

■産業医の指示など  

⚫ 健康診断結果で異常値がある有所見者を熱中症ハイリスク者とみなし、業務上の配慮につ

いて産業医の指示を仰いでいる。（建設業） 

⚫ 既往症による産業医の配置考慮の指示を、職長に連絡している。高齢者、現場に慣れてい

ない新規入所者についても同様である。要配慮該当者については朝、休憩時（10：00、

12：00、14：00）に、『体調はどうか？』『食生活はどうか？』『酒を飲み過ぎないよ

うに！』などの声掛けを行っている。（建設業） 


